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淡路夢舞台県有財産譲渡仮契約書（案）1 

 

兵庫県（以下「甲」という。）と◆◆◆（以下「乙」という。）は、甲の保有する別紙１に

掲げる不動産（以下「譲渡対象資産」という。）を乙へ譲渡すること（以下「本譲渡」とい

う。）について、以下のとおり合意に達したので、ここに淡路夢舞台県有財産譲渡仮契約書

（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 本契約に定める内容について、公募手続において実施する競争的対話等を通じて本事業に関して合意した事項に基づ

き、追加又は変更することがあります。 
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第１章 本譲渡 

（譲渡日等） 

第１条 甲は、本契約に定める条件に従い、本譲渡を実施する日（以下「譲渡日」という。）

である令和●年●月●日午前０時をもって、本譲渡を行い、乙は譲渡対象資産を譲り受ける。 

２ 譲渡対象資産のうち、土地（以下「本土地」という。）及び建物（以下「本建物」とい

い、本土地と総称して「本不動産」という。）の面積は、別紙１記載の面積によるものと

し、実測面積と相違する場合であっても、甲及び乙は、本件譲渡価格の増減請求、その他

一切の請求を行わない。また、甲は、本土地の面積に関する更正登記義務を負わない。 

（契約不適合責任等） 

第２条 甲は、乙に対して、譲渡対象資産を譲渡日の現状有姿のまま引き渡し、譲渡対象資

産の種類、品質若しくは数量又はこれらに関する権利の内容が本契約の内容に適合しない

場合であっても、当該契約不適合を原因として乙に生じた損害、損失及び費用について、担

保責任その他一切の責任を負わない。 

（譲渡価格及び支払方法） 

第３条 本契約に従い、乙が本譲渡の対価として甲に対し支払うべき金額（以下「本件譲渡

価格」という。）は、金［ ● ］円とし、その内訳は以下のとおりとする。（消費税及び地方

消費税相当額を含まない金額とする。）。 

＜内訳＞ 

本土地： ［●］円 

その他（本建物を含む。）： ［●］円 

２ 乙は、甲に対し、甲の指定する方法により、甲の指定する日までに、本件譲渡価格に、

本件譲渡価格のうち非課税対象の価格を除く価格に対する消費税及び地方消費税相当額

を加えた全額（以下「税込譲渡価格」という。）を支払うものとする。 

３ 乙は、前項の代金を同項において甲の指定する日までに納入できないときは、あらかじ

め甲に届け出、その承認を得るものとする。 

４ 乙は、第２項の代金を同項において甲の指定する日までに納入しないときは、当該納入

期日の翌日から納入の日までの日数に応じ、年 10.75%の利率で計算した遅延利息を、甲

の指定する方法により、納入しなければならない。 

５ 乙は、第２項に規定する税込譲渡価格の 100分の 10 以上の額を契約保証金（以下「保

証金」という。）として甲と本契約の締結と同時に、甲に納付するものとする。ただし、

当該保証金に関する利息は付さないものとする。また、財務規則(昭和 39年兵庫県規則第

31号)第 100条第 1項及び企業庁会計規程(昭和54年企業庁管理規程第２号)第 86条第１

項に該当する場合には、保証金の納付は免除されるものとする。 

６ 前項の保証金の取扱いは以下のとおりとする。 

(1) 譲渡日までに乙の責めに帰すべき事由を原因として、第 17条第１項及び第２項の規

定に基づき本契約が解除された場合には、甲は、保証金を甲に帰属させることができ
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るものとする。なお、かかる場合において、解除に起因して甲が被った損害額が保証

金の額を上回るときは、乙は、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。 

(2) 前号以外の場合で、譲渡日までに契約が終了した場合、甲は、乙に対し、保証金を返

還するものとする。 

(3) 譲渡日において本譲渡が実行された場合には、保証金は本件譲渡価格の支払の一部

に充当されるものとする。 

７ 第２項、第４項及び第５項に基づく本件譲渡価格、遅延利息及び保証金の支払に要する

費用については乙の負担とする。 

８ 第３項から第７項は、第 19 条第１項の規定にかかわらず、本契約の締結日より効力を

生じる。 

（費用等の帰属） 

第４条 甲及び乙は、本譲渡に関わる費用等に関し、以下のとおり負担するものとする。 

(1) 本譲渡に係る引渡し（本譲渡に伴い必要となる対抗要件具備に必要な行為を含む。）

に伴う費用は、乙の負担とする。 

(2)  甲が対抗要件具備に関して何らかの費用を支出したときは、乙は甲からの請求に基

づき、甲に対し当該費用について償還するものとする。 

(3) 本譲渡に伴い行われる登記に係る登録免許税等の税金は、乙の負担とする。 

(4) 本契約に必要な印紙は、乙の負担とする。 

(5) 本条第１号から第４号に規定のほか、本譲渡に係る費用等が発生する場合は、甲及び

乙がそれぞれ負担するものとする。 

２ 本契約で別途定める場合を除き、譲渡対象資産に関し、譲渡日前日までに発生した費用

及び収入は甲に帰属し、譲渡日以降に発生した費用及び収入は、乙に帰属する。甲及び乙

は、当該収入及び費用の具体的な精算方法について、別途協議の上定める。 

（譲渡対象資産の所有権の移転） 

第５条 譲渡対象資産の所有権は、次条に定める引渡しが完了した時点で、甲から乙へ移転

する。 

（譲渡対象資産の引渡し） 

第６条 甲は、乙に対し、譲渡日に、第８条に定める前提条件が充足されていることを条件

に、乙が本件譲渡価格を甲に支払うのと引換えに、譲渡対象資産を引渡すものとする。 

（境界） 

第７条 甲は、本不動産に関して境界の明示を行わない。 

（前提条件） 

第８条 譲渡対象資産の所有権の移転並びに譲渡対象資産及び関係書類等の引渡しは、以

下の各号に記載の全ての事項を前提条件とする。 

(1) 本譲渡に関する議案が、兵庫県議会において可決されていること。 

(2) 本契約に従い、乙が譲渡日以前に履行すべき義務に重大な義務違反がないこと。 
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(3) 本譲渡の実行に際して必要な許認可の取得及び届出等が完了していること。 

(4) 乙を構成する応募企業、応募グループ構成企業、又は協力企業が、淡路夢舞台におけ

るホテル等の運営事業者公募に係る公募要領（以下「公募要領」という。）において示

された参加資格の全部又は一部を喪失していないこと。 

(5) 株式会社夢舞台及び[（乙又は甲と乙が別に指定する者）]の間の●年●月●日付淡

路夢舞台事業譲渡仮契約（その後の変更等を含み、以下「事業譲渡契約」という。）第

10 条に定める前提条件が全て充足されていること。 

（甲の譲渡日前の誓約事項） 

第９条 甲は、本契約締結日から譲渡日までの間、以下の各事項を行うことを誓約する。 

(1) 本譲渡を実施するため、兵庫県議会の議決を得るため必要な手続きを遺漏なく行う

こと。 

２ 甲は、乙の事前の書面による承認がない限り、以下の行為を行わないものとする。 

(1) 甲の過去の業務と整合し、業務上必要とされる場合及び本譲渡に係る公募において

甲が開示した各種計画において予定されている場合、又は乙の提案内容を実行する上

で甲が合理的に必要と判断する場合以外に、譲渡対象資産に関し、契約を締結、修正、

終了又は更新をすること。 

(2) 甲の過去の業務と整合し、業務上必要とされる場合以外に、本譲渡の対象として予定

されている譲渡対象資産を第三者に譲渡し、移転し、又は担保を設定しその他の処分

を行うこと。 

（甲の譲渡日以降の誓約事項） 

第 10 条 甲は、譲渡日以降、第５条に基づく譲渡対象資産の引渡しについての対抗要件の

具備に関して乙に協力することを誓約する。甲は、乙の費用負担において、本譲渡の実行

後直ちに、本不動産の所有権移転登記申請手続を行う。ただし、譲渡対象資産のうち、未

登記物が存在していた場合、当該未登記物の表示に関する登記及び所有権保存登記の手

続きについてはこの限りではない。   

（乙の譲渡日前の誓約事項） 

第 11 条 甲は、本契約締結日から譲渡日までの間、以下の各事項を行うことを誓約する。 

(1) 本譲渡が譲渡日において円滑に実施されるために必要な一切の準備作業を行うこと。 

(2) 本譲渡の実行に際して必要な許認可、届出、登録等を取得又は申請すること。 

(3) 本譲渡の実行に関するスケジュールの調整において、甲と協議を行うこと。 

(4) 譲渡代金の支払いに必要な資金を譲渡日までに確保すること。 

(5) 譲渡対象資産の譲渡先の選定手続において甲が提示した一切の書類に記載された条

件、譲渡対象資産の譲渡先の選定手続において乙が甲に提出した提案審査における提

出書類及び当該提案に対する質問回答、乙が実施したプレゼンテーションの内容、甲

からの質問に対する回答（書面によるか口頭によるかを問わない。）及び乙が本契約

締結日までに甲に提出した一切の書類の内容（譲渡日前日までの期間に関するものに
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限る。）（以下「本提案」という。）を遵守すること。 

(6) 事業譲渡契約の定めを遵守すること。 

（乙の譲渡日以降の誓約事項） 

第 12 条  乙は、譲渡日以降、以下の各事項を行うことを誓約する。 

(1) 譲渡日以後５年間において、本不動産を主として本提案で提示された用途に供し、

用途変更を行わず、また、ホテル関連施設（別紙１における、ホテル・地下駐車場・

展望テラスを指す）においては、ホテル事業以外を主とする用途への変更を行わな

いこと。ただし、甲と乙の協議の上、承認を得た場合はこの限りではない。 

(2) 譲渡日以後５年間において、本不動産の解体及び撤去を行わず、また、主として本

提案で提示された事項以外の本不動産の改修、増築又は建替を行わないこと。ただ

し、甲と乙の協議の上、承認を得た場合はこの限りではない。 

(3) 譲渡日以後５年間において、譲渡対象資産の全部若しくは一部を、甲の承認なく

して、第三者に譲渡、担保提供その他の処分（譲渡と同視しうるような行為を含む）

をしないこと。ただし、譲渡対象資産の内、軽微な資産については、この限りでは

ない。 

(4) 譲渡日以後５年間において、第三者との合併、会社分割、株主構成等の重要な変更

を行う場合、あらかじめ甲に通知すること。 

(5) 譲渡日以後５年間において、甲に対し、各事業年度の終了後 75日以内に、事業経

営計画、計算書類、年次報告書等の報告を行うこと。また、甲は必要に応じて、随

時乙に報告を求めることができる。 

(6) 譲渡対象資産を以下の用途に供してはならない。 

ア 県暴力団排除条例(平成 22 年兵庫県条例第 35 号)第２条第１号に規定する暴

力団及び第３号に規定する暴力団員又は県暴力団排除条例施行規則(平成 23 年兵

庫県公安委員会規則第２号)第２条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関

係を有する者がその活動のために利用する等公序良俗に反する用途。 

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 

号)第２条第１項に規定する風俗営業、及び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営

業その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用途。 

ウ 破壊活動防止法(昭和 27 年法律第 240 号)に基づく破壊的団体等がその活動

のために利用する等公序良俗に反する用途。 

エ 政治的用途・宗教的用途。 

オ 地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用途。 

カ 悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なう用途。 

(7) 事業譲渡契約の定めを遵守すること。 

（関係書類等の引渡し） 

第 13 条  甲は、乙に対し、第８条に定める前提条件が充足されていることを条件に、乙が
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本件譲渡価格を甲に支払うことと引換えに、譲渡日前日において甲が所有し、甲が管理す

る譲渡対象資産の用に供している帳簿・図面・電子データ等のうち、譲渡対象資産の使用

に合理的に必要なもの（以下「関係書類等」という。）を引渡し、乙は、関係書類等を受

領後、甲に対し、受領書を交付するものとする。ただし、甲の内部管理資料、その他甲の

内部規程等により引渡しができないものについては、甲はその引渡しの義務を負わない。

甲は、当該引渡後に関連書類等の欠落又は不備が発見された場合には、乙の書面による通

知後、合理的期間内に当該関連書類等の補完又は訂正に努める。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、関係書類等中に乙に承継しないことが適当と認めるも

のがある場合は、当該関係書類等を乙に承継しないものとする。 

３ 本条第１項の規定にかかわらず、乙は、関係書類等中に乙が承継することが適当でない

と認めるものがある場合は、その承継について甲と協議することができる。 

４ 甲は、前項の協議の結果、乙が当該関係書類等を承継することが適当ではないと認める

場合は、当該関係書類等を乙に承継しないものとする。 

５ 関係書類等に含まれる個人に関する情報について、甲及び乙は、個人情報の保護に関す

る法律（平成 15 年法律第 57 号）、兵庫県情報公開条例（平成 12 年条例第６号）その他の

関係法令の規定に基づいて管理する。 

６ 乙は、譲渡日以後５年間は、承継した関係書類等を善良なる管理者の注意義務をもって

保存するものとする。 

７ 甲は、本譲渡後に関係書類等を参照又は利用する必要がある場合は、あらかじめ乙の承

諾を得て参照又は利用できるものとする。なお、乙は合理的な理由なくして承諾を留保し

てはならないものとする。 

（善管注意義務） 

第 14 条 本契約締結後、譲渡日までの間、甲は、譲渡対象資産について善良なる管理者に

おける注意義務をもって管理し、かつ、譲渡対象資産を通常に稼働できる状態において維

持する。 

（危険負担） 

第 15 条 本契約締結後、譲渡日までの間に、譲渡対象資産が甲の責めに帰すべき事由によ

らずに滅失又は毀損した場合、本件譲渡価格について甲及び乙は協議する。 

２ 前項に定める場合を除き、甲について前条の違反がない限り、本契約締結後、譲渡日ま

での間に、譲渡対象資産について経営環境の変動、収入の減少等の事象が発生した場合で

あっても、本件譲渡価格は変更されない。 

（土地・建物の買戻し） 

第 16 条 甲は、乙が次の各号の一に該当した場合であって、相当の期間を定めて履行の催

告をし、乙が当該期間内に当該違反を是正しない場合には、本件譲渡価格に相当する代金

（以下、「買戻代金」という。）を乙に支払うことにより、譲渡対象資産を買い戻すことが

できるものとする（以下「買戻権」という。）。この場合において、乙に損害が生じても甲
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はその責任を負わない。 

(1) 第12条第１項第３号に規定される事項又は本契約の契約の目的を達成できない重要

な条項に違反した場合。 

(2) 第12条第１項第３号に規定される事項又は本契約の契約の目的を達成できない重要

な条項の履行が不可能になったと認められた場合。 

２ 前項に定める買戻しの期間は譲渡日から５年とする。 

３ 甲は、第 10 条に定める本不動産の所有権移転登記と同時に、これに付記して前項に定

める買戻しの特約の登記を行う。当該登記費用は乙の負担とする。 

４ 甲は、買戻権を行使する場合には、乙に対し買戻代金を支払う。この場合において、買

戻代金に利息を付さず、遅延利息その他買戻代金以外の既払金員は返還しない。  

５ 乙は、甲が買戻権を行使した場合には、甲の指定する日までに、譲渡対象資産について

乙の費用において原状に回復のうえ、甲に引き渡す。ただし、甲が原状に回復することを

必要としないと認めるときは、この限りではない。 

６ 乙が前項に基づいて原状回復をしない場合に、甲において原状回復を行い、その費用を

乙が負担することを求めることができる。 

７ 乙は、甲に対し、乙が譲渡対象資産に投じた必要費、有益費その他の費用の償還を一切

請求することができない。 

８ 乙は、甲が買戻権を行使した場合には、乙の費用及び負担において、直ちに甲に対する

本不動産の所有権移転登記申請手続を行う。 

９ 甲は、乙が第１項各号に該当した場合であって、相当の期間を定めて履行の催告をし、

乙が当該期間内に当該違反を是正しない場合には、譲渡日以降において乙に対し、違約金

として譲渡価格から消費税及び地方消費税を控除した金額の 10％相当額（以下本条にお

いて「違約金」という。）を請求することができ、乙は、直ちに違約金を支払う。なお、

甲は、違約金を超える損害等が発生した場合、乙に対して当該超過分についてその賠償を

請求することができる。 

（契約の解除） 

第 17 条 甲及び乙は、次の各号の一に該当した場合、本契約を解除することができる。た

だし、第１号及び第２号については、契約の目的を達成できない重要な条項に関するもの

の場合で、かつ譲渡日前日までに解除の意思表示がなされた場合に限る。 

(1) 本契約のいずれかの条項に違反した場合。 

(2) 本契約のいずれかの条項の履行が不可能になったと認められた場合。 

(3) 譲渡日前日までに本譲渡に著しく支障をきたす事象が認められた場合で、甲及び乙

が協議のうえ合意した場合。 

２ 乙が、譲渡日までに次のいずれかに該当するときは、甲は本契約を解除することができ

る。 

(1) 本契約に関し、公正取引委員会が乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び
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公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）

第 49条に規定する排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）又は独占禁止法第

62 条第１項に規定する納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該排除措置

命令又は納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第２

項の規定により取り消された場合を含む。）。 

(2) 本契約に関し、排除措置命令又は納付命令（これらの命令が乙又は乙の構成事業者で

ある事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令

で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令

全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、独占禁

止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

(3) 排除措置命令又は納付命令により、乙等に独占禁止法に違反する行為があったとさ

れた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本

契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が契約者に対

し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基

礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に、入札(見積書の提出を含む。)が行

われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

(4) 本契約に関し、乙(その役員又は使用人を含む。)に対し、独占禁止法第 89条第１項、

第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第１項又は第 90 条に規定する違反行為

をした場合に限る。)又は刑法(明治 40 年法律第 45号)第 96 条の６若しくは第 198 条

の規定による刑が確定したとき。 

(5) 役員等（「役員等」とは、乙の役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代

表者をいう。以下この項において同じ。）が暴力団員であると認められるとき。 

(6)  暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

(7) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認めら

れるとき。 

(9) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき。 

(10) 中小受託取引、購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第５号から前号まで

のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

(11) 第５号から第９号までのいずれかに該当する者を中小受託取引、購入契約その他の

契約の相手方としていた場合（前号に該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該

契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 

３ 前各項に基づき解除権を行使した者は、相手方に対し、違約金として譲渡価格から消費
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税及び地方消費税を控除した金額の 10％相当額（以下「違約金」という。）を請求するこ

とができ、当該請求を受けた相手方は、直ちに違約金を支払う。なお、甲又は乙は、違約

金を超える損害等が発生した場合、相手方に対して当該超過分についてその賠償を請求

することができる。 

（損害賠償） 

第 18 条  甲及び乙は、本契約の履行に関して、自らの責めに帰すべき事由によって、相手

方又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責めを負う。 

（契約の効力） 

第 19 条  本契約は、兵庫県議会において本譲渡に関する議案が可決されたときに成立し、

効力を生じる。ただし、議会にて否決された場合、本契約は無効となり、甲は損害賠償の

責めを負わないものとする。 

２ 前項の議決があったときは、甲は、その旨を直ちに乙に通知する。 

３ 理由の如何を問わず事業譲渡契約が終了した場合には、本契約は当然に終了する。 

（秘密保持等） 

第 20 条 甲及び乙は、相手方当事者から入手する譲渡対象資産及び本譲渡に関する一切の

情報（以下「秘密情報」という。）を本譲渡に関連するものにのみ使用し、株式会社夢舞

台に開示する場合及び本譲渡に必要な範囲内で役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理

士等の専門家に開示する場合を除き、相手方当事者の事前の同意を得ずに、これを第三者

に開示してはならない。ただし、次の各号の一に該当するものについてはこの限りではな

い。 

(1) 相手方当事者から開示された時点で既に公知となっているもの 

(2) 相手方当事者から開示された後で自らの責めに帰すべき事由によらずして公知とな

ったもの 

(3) 相手方当事者から開示された時点で既に自ら保有していたもの 

(4) 第三者から適法に開示されたもの 

(5) 監督官庁その他公的機関から法令に基づいて開示を要求された場合 

２ 一方当事者が、その役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家を含む第三

者に対して、相手方当事者から入手する秘密情報を開示する場合、当該一方当事者は、そ

の第三者をして本条に基づく秘密保持義務を厳守せしめるよう善良な管理者の注意をも

って管理するものとし、当該一方当事者は、当該第三者による秘密保持義務のいかなる違

反に対しても責任を負うものとする。 

３ 本契約締結日後、譲渡日までに本譲渡について乙が公表を行う場合、当該公表の日時、

内容、方式等については事前に甲と協議するものとする。 

（相隣関係等への配慮） 

第 21 条 乙は譲渡日以後、十分な注意をもって本不動産を管理し、近隣住民その他第三者

との紛争が生じないよう留意するとともに、万一紛争が生じたときは、全て乙の負担と責
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任において解決しなければならない。 

２ 乙は譲渡日以後、近隣住民や地元関係団体等からの要望等に対し、誠意をもって協議に

応じなければならない。 

 

第２章 雑則 

（規定の適用関係） 

第 22 条 本契約、公募要領及び本提案の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、本契約、

公募要領及び本提案の順に優先して適用されるものとする。 

２ 本契約又は公募要領等それぞれの書類間で矛盾又は相違があるとの疑義が生じた場合

は、甲及び乙が協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、本契約、公募要領の規定内容と、本提案の内容に差異があ

った場合には、本提案に記載された提案内容が本契約又は公募要領に記載された条件を

上回るときに限り、本提案が優先して適用される。 

（誠実協議） 

第 23 条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲及び乙が誠実に協

議のうえこれを解決するよう努力するものとする。 

（準拠法及び裁判管轄） 

第 24 条 本契約は、日本国の法令に準拠し、それらに従って解釈されるものとする。 

２ 本契約に関連して生じた一切の紛争については、神戸地方裁判所を第一審の専属的合

意管轄裁判所とする。 
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 上記契約を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自１通を保有

する。 

  

 令和●年●月●日 

 

（甲）  

兵庫県 

           ○○ ○○ 

（乙）  

     〇〇株式会社 

     取締役社長 〇〇 〇〇 
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別紙１ 譲渡対象資産 

譲渡対象資産は以下のとおり。 

 

資産名 所在又は名称 数量 

土地 夢舞台１番地 約 33,545 ㎡ 

 夢舞台２番地 約 46,584 ㎡ 

建物 ホテル 約 29,200 ㎡ 

 地下駐車場 600 台分 

 国際会議場 約 15,505 ㎡ 

 茶室（国際会議場に併設） 約 159 ㎡ 

 展望テラス 約 25,500 ㎡ 

構築物 上記土地・建物の付属物 一式 

工具・器具・備品 上記土地・建物の付属物 一式 

 


